
Association for the Research of Transport Problems and Human Rights 

NII-Electronic Library Service 

Assoolatlon 　for 　the 　Researoh 　of 　Transport 　Problems 　and 　Human 　Rlghts

軽貨物運送自営業者の 就業 ・生活 ・ 安全衛生
1）

川 村 雅 則

1．は じめに

　貨物軽自動車運送事業（以下、軽貨物運送業）

は急速な成長を遂げて きた 2）（表 1の車両数の

推移を参照）。背景には、貨物輸送 の 小 口化、

多頻度化 、 ジ ャ ス トイ ン タイム 化 と い う輸送内

容 ・ニ ーズ の 変化や、事業参入規制の ゆる さ 、

必要な 資本規 模 の 小 さ い こ と等が あ っ た と考

え られ る。『陸運統計要覧』
3） によれば軽貨物

運送業者は全国で 13 万 業者 （道内は 約 4600

業者） とされ 、輸送する荷物の約 6 割が 「取

り合わ せ品」とされ る 。 事業者数 と車両数から

も分か る とお り、同事業では、多 くが、車両を

一台の み保有 （使用）した 自営業者と して働い

て い る 。

　 さて 、職業運転手には、循環器系疾患の 急性

増悪によ る死 亡 （過 労死）の 発生事例が多い と

され る 。 筆者は、健康障害や 過労死 の 防止を主

な目的の 一つ として 職業運転手を対象に した

調査研究に取 り組んで い るが、今回軽貨物運送

業者を対象に した の は、加えて、第
一

に物流二

法施行以後、長期化す る不況 ・貨物輸送需要の

停滞や 逆 に運送業者の 著 し い 増加 を背景 と し

トラ ッ ク業界で 輸送秩序問題 （荷主 ・元請に よ

る不公正な取引、運送業者間の荷物の熾烈な獲

得競争 ・運賃ダンピ ング等）が深刻化 して お り、

そ の こ とが安全へ も悪影響を与え て い る、との

指摘 に よる 。

4 ）
事実 、 営業用 トラ ッ クを第 1

当事者 とする交通事故は年々 増加 してお り （事

故率もこ こ数年で 急増）、同様の傾向は、軽貨

物運送事業で もみ られ る （同表）。 また荷主 と

の 関係で い えば，自営業者 として事業を営む軽

貨物運送業者の 場合、荷主 へ の隷属性は
一

般の

運 送業者よ りも強い こ とが推測され 、契約 ・取

引上 の 一層の 不利が懸念 された。

　第二 に、自営業者の就業・生活の 不安定性や、

医療・年金保険な ど社会保障面での不利で あ る。

後者は、具体的には保険料負担の 高さや給付水

準 ・内容の 低さ （例 えば医療保険で い うと、自

営業者の 加入する国民健康保険は、傷病手当制

度 ・出産手当制度など休業補償が未整備
5）
）が

あげ られ る の だが 、 今日で は 、 問題がよ り深刻

化 して い る 。 すなわ ち不 況で 保険料を滞納する

者が増え、医療保険で は、滞納者へ の 罰則強化

と い う政策によ り、 保険証の 短期保険証 へ の 切

り替えや と りあげと い っ た い わ ゆる 「国保 問

題」の 拡大して い る こ とが、報告され て い る
6）。

皿．調査の 内容 、 方法

　調査は 二 つ 行 っ た。第一
に、大手運送業者で

ある A 社の 「宅配便」業務の配達部分 を請け負

っ て い る
一軽貨物運送業者 を対象に 、 繁忙期

（2001 年 12 月）の連続 した
一

週間、行動を

ともに して、就業 ・生活の 観察、時間調査、就

業中の眠気 ・覚醒水準調査 （後述）、聞取 り、

等々 の 調 査を行 っ た （以 下、宅配調査）。なお

調査期間中は、普段どお りに行動す る よ う対 象

者 に依頼 した 。

　第二 に、軽貨物運送業者が登録 して い る道内

の 大手 の 協同組合に 協力を要請 し 、 組合員 100

人を対象に して 2002 年夏に調査を実施 した

（以下、協同組合調査）。調査 は質問紙によ る

配票調査で 、内容 は就業 ・生活 ・安全衛生に関

する もの で ある 。 全数調 査を次回 に予定 し今回

の 調査は予備的なもの と位置付けた 。
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表 1 全国及び北海道運輸局管内に
卩
おける営業用軽貨物の車両 口

ム

数、走行距離 、 事故件数・率の推移
全 国 北海道 皇国 営槊用 トラ

・
ソク （備耆）

覃両 走行 事故 走行 車両 匿両 走行 事故 走行 皐両 車両 走行距離 事故件 走行 軍両

台数 距雛 件数 距雕 10C 台數 距離 （単 件数 距離 100 台數 ｛蛍位 ．千 裁 距離 100

（単位 ； 1億 0 台 位 1 干キ 1万 o 台 キロメ
ート 1万 o 台

干キ ロ キロ 当り ロメ
ー

ト キロ 当り ル） キ ロ 当 り

メ
ート

ル）

当り ル ） 当り 当 り

62821891994274127664 ．0155 嬲 988174141 、51 〔L4771102349707992136061 ．12 γ7

63913892294116 魎464638 ・1ao41891021023837 ．2918220873BO251332179057326 雨

平阪元 995602545607143556 ．41444355106 了3了 3129071a860814043622022 了50563257

210 鴎 682 τ290了821297ao196467611276B5952312 δ 907931423519392396856 ．62a4
31163663033480   6621734 鯉 1246766955314194556345 了03410 黼 51．224 」

41210 了33200781 獺 54．5 顎7  150 了912961864494125965745468QO12B236945 〔L6245

5 ｝25927330348621D8 鵬 1665019B4334644 τ51Z89745134699417D2425 巳 51β 2疏9
6 旧 0δ81332137722 δ158 ．117  3512413095355495127101141048772202261145352 駈8

71425963527621255272317  95306 、328527858 ．714 ．710472 了25093621827B40 弘 了 2巳6

81465443777601256570 ．518255291411697251 ，012 ．81078D 囲 5295209 了 281025a12a1

91551224D358133D2775019562551504007549 ．912 ．0109435553452418284535a226 ．O
101617944136924303773418 、856771583259962 ．5151108 了7ψ052166820280865a825 ．B
1115571443191453443 ア9720 ．8654516367311771 ．51 正91091259538397062972155 ．2272

121 了3日8544917274054gq32a366181737761106331a61105335564954673295358 ．329 ．8
131 ア957946258524119Bgo22968241730711146591a7

一 554417803329159 ．O 一

平 12／

昭 62Z1 23a21 、4151 ．7 18271 ．51 ．51 ．4 1，61 ．51 ．01 ，1
注 1 ： 車両台数 は、軽 目動車検査協会の 資料 に よ る （数優は 年度末時点の もの ） o

注 2 ： 走行 距離 は、国土交通省 『自 動衷 愉送統計 年報』　（数値は 年度内の もの ）。
注 3 ： 事故 件数 は、警察庁 『交通事故統計年報』　（数値 は年 内の もの ）。
注 4 ： 営業用 トラッ クは、特殊用途車、軽 自動車 を除く。

皿 ．宅配調 査の 結果

1．対象者の年齢 、 就業状況等

　対象者は、40 歳代 の女性で 一人暮らしで あ

る 。 軽貨物 の経験は、 約 20 年に及ぶ。現在は

A 社 （全国大手の 運送業者）の 宅配業務 を、運

送業者で ある B 社か ら請け負 っ て 働い て い る。

但 し、B 社と接触する機会はない 。 就業 （荷扱

い ）場所は A 社 の 配送セ ン ター （以下、セ ンタ

ー）・営業所で あ り、仕事に 関する 一切の 情報

も A 社か ら伝えられる 。 また毎日A 社の管理職

か ら、A 社で 雇用され て い る 運転手 と同様に点

呼を受 け て い る 。 さ ら に は、A 社以外で の 就業

を禁止され て もい る 。 なお 同セ ン ターでは、対

象者 と同 じよ うに、軽貨物の 自営業者が 10人

弱働い て い る 。

　 A 社と書面に よる契約は交わ して い な い 。運

賃は配達 を終 えた 荷物の 個数に応 じた 出来高

払い 制で ある （荷物 の 重量 も関係な い ）。 こ こ

数年 、 毎年 の よ うに運賃が下が っ て い る （とり

わけ一昨 年か ら昨 年 に か け て は 比 率 に して

13．6％ の ダウン）が、運賃 （等就業条件） につ

い て A 社と交渉する余地は全 くないとい う 。

　 A 社で は企業を対象とした 「宅配便」 と
一

般

消費者 を対象に し た 「宅配便」を 扱 っ て い る が 、

対象者らの請け負っ て い る の は後者の 、

一
般消

費者宅 へ の配達部分で ある。但 しA 社の 運転手

の 仕事が少な くな っ た と き に は 、対象者 らの 仕

事 の
一
部が A 社運転手に まわされ る 。

2．調査期間中の起床時から就寝時まで の 生活

　と就業 ・作業の 状況 （観察 ・ 時間調査）

　対象者は、毎 日、A 社の セ ンタ
ーで 自分の 担

当地 区の荷物を積み、い っ たん同セ ンターを出

発 した後は、間に
一
度帰宅 して の 休憩をはさむ

が、夜 ま で配達作業に 従事す る 。 日々 の就業状

況 ・時間は、道路 ・交通の 状況 に よる ほかに、

毎日の荷物の量によ っ て左右される。表 皿一1

は 、調査期間の 持ち 出し荷物の 個数等を ま とめ

た も の で ある 。 調査期間中に も 77 個〜157 個

（（a1 ）） と幅が あ っ たように、荷物の 量の 変

動は、一
週 間を周期と し て お り、また時期によ

っ て も変動がある 。

　一
日の 生活 ・仕事の 流れ を調査 当日 の 結果

（平均） と あわ せ て み て み よ う （表 皿
一2）。

（b1）起床 （5時 27 分） → （b2）出宅 （6 時

04 分） → （b3）セ ンタ
ー到着  （6 時 23 分）

→ 吹きさ らし の 建物 内で （b4 ）荷扱い 作業 を

開始 し （6時 42 分）、（b5）同作業 を終えた （8

時 09 分）後は、ルー トの 決定等配達作業の準

8ノ
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表皿 一1 各調査 日 の 荷物の 持ち出し個数、配達件数、

　　　　配達完了個数等
12日 　 13 日　 14日　 15日　 16日　 17日　 18 日

水　　 　ホ　 　　盆　　　 土　　　 日　　　 月　　　 火

〔el）　 掎出個数

〔a2）　 　
一

巡目配達件数

（a3）　 再配達件数

〔a4）　 合計配達件数

（あ〉　 　配達 完了個数

〔め）　 残荷痼数

〔a7）　　　配違完 3 比 畢 （〔a5 ）／ 〔a1 ）　xIOO ）

〔a5｝　　 配達効率 （（a5 ）／ （a4 ） xlD  

95　　　　1DO　　　　127　　　　15T

91　　　 9S 　　　107 　　　156

39　　　　42　　　　42　　　　39
130　　　　138　　　　149　　　　195

7巳　　　　 78　　　　1DO　　　　129

↑7　　　　 22 　　　　 27 　　　　 28

8ZI 　　　7巳 0　　　 78，7　　　82．2
6ao 　　　 56．5　　　 67．1　　　 56．2

134　　　 88　 　　 T7

116　　　 7B　 　　 Tl

53　　　 41　　　 36
169　　　　119　　　　107

119　　　 了6　 　　 62

15 　　　 12　 　　 15

册 ．8 　　　85．4　　　80 ．5
704 　　　 63S 　　　 5ア．9

注 11 （n1 ） と （a2 ）の 差は、複数 の 荷物 を配 達 し た配 達先があ った こ とや、タ方以降の 時問指定配違の荷

物は
一

巡目で は配達 しなか っ m こ とによる。
汪 2 ； 15日は、同僚運転手の担当する荷物の

一
部 を引き受 けたの でその 分荷物 が多い。

注 3 二配達件数は 、配違 を行⊃ た件数であり s 不 在への 配達分も菖めので、当然配逢完 了個数を上回る。

表皿 一2 各調査日における生活 、 就業時間の 状況  （時刻）単位 ：時 分
11日　 12日　 13B 　 t4日　 15日　 16日　 IT日　 1日日　 平均

火 水 木 孟 ± 日 月 火

〔b1）　　 起床

躅 携 ．
到e 。

繼1 離1飃 樌み）開始

鶴 呈翻 髑
配酬

留　靉 磊露
舗　馨舞 着 

Cb12｝　　 セン タ
ー
出発  〔自宅へ ）

嬲　晟蒹
到魯 

らニヨロ　　 520　　 5，25　　 5SS

驪　1舞　靉ll薯
： 1鴨　1：牾　1鋸
： 綿　，1：1； 19墾
： 1籌1 驪 鵝
： 猯 類：瀦

？D4ロ　　 21Ml　　 ？Isロ　　 21D　

ll？l　 llii　
2

齲 嬲

530

驪

嬲

翻

搬li
｛1；
2

譌

陵 5

驪

讒1
嬲

羅

；嶷
2

謬1

530　　　 5・3D　　　 527

111靄　驪

瓣　驪　驪

1罫1 餾　1號

揚1 緇　1靉1
嬲 騰 器；9
21，1o　　 れ の　　2112　
2

謚言嬲 ；溜
注 1．11日 の 就寝時 刻を除 く結 果 と 、18 日の 就 寝 時刻【a、聞き 取 りに よ る。
注 2．12日 に は、　（b12）の後に （帰 宅途中に） 2 件の配達 を行 っ でい るe

汪 3 ： （b8）の 平均は 15，16 日を除く 5 日間の 結果か 5 輿出 。

備を し て 、（b6 ）セ ン タ
ー

を出発す る （9 時 26

分）e

　配達一巡目で は、夕方以降の 時間指定配達を

除 く全戸 へ の 配 達を行 う （配達件数は 前掲表 皿

一1 の （a2 ） の とお り 71 件〜156 件）。そ し

て 、（b7 ）一巡 目終了 （15 時 26 分）後には 、

（b8）帰宅 し て 昼 食休憩を と る。但 し、時間

の ない とき には帰宅で きな い （よ っ て表中の平

均値はそ の 分だけ早 い 時刻が示 されて い る）。

ちなみ に 食事は原則 と して 、こ の 一
巡 目終了後

に とられる の と、全て の 作業 を終えて帰宅 した

後の 二 食だけで ある。朝は コ
ー

ヒ
ーの みで何 も

食べ な い 。

　夕方、（b9）再配達を開始する （17時 24分）。

再配達は 、一巡 目で不在だ っ た客へ の 再配達と

時間指定の 荷物 の 配 達で あ る （配 達件数 は

（a3 ）の とお り 36 件〜53 件）。 （b10）同作業

を終えた （20 時 24 分）後は、セ ン ターに戻

り、残荷の 処理や伝票整 理 ・記入作業等を行 い 、

帰路 につ く。（b13） 自宅到着 （21 時 54 分）

後 は、食事を と っ て、（b14）就寝 （23 時 57

分）、と い う流れ で あ る。

　 以 上 か ら分 か るよ う に 、

繁忙期 とは い え、一
日 の

就 業時間及 び 作業時間 が

著 しく長 い 。 表皿 一3 は上

記 の 時刻 に もとづ き、主

要 な就業 （作 業）時間や

生 活行動時間を ま とめ た

も の だが 、（cll ） 出宅 し

て か ら全 作業を終えて 自

宅 に到着す る まで の 時間

は平 均で 16時間弱にも及

ん で い る。しか も こ の 「出

宅 〜帰宅 」時間か ら、（c6 ）

「在宅時間   」 （2時間 14

分）な ど の 、作業 を行 っ

て い なか っ た時間 （以下、

（c12 ） 「そ の 他時間」）を

除 い て もなお、 （c13 ）
一

日の 作業時間 は、最短で

も 10 時間、最長で は 17

時間強 （15 日）にも及ぶ。

そ の 結果、在宅の 時間は

侵食され、（c1 ）仕事を終

え て 自宅 に到着 し て か ら翌 日に 出宅す る ま で

の時間は平均で 8 時間で、そ の 間にと られ る

（c3 ）睡眠時間は平均で 5 時間半に 過ぎな い。

昼間 の 仮眠休憩を考慮 して も （それがとれな い

日もある）、著 し い 睡眠不足が常態化し て い る

と い え る。

　 こ う した作業状況が、12 月は、5 日 （水）

に休 日を と っ て 以降、大晦 日も含め
一

日の 休み

も無 く続 い た。休 日は原則 と して週休
一

日制な

の だが、繁忙期で ある 12 月 には休み は月 に 1，
2 日 とな り こ の 月 の 連続就業日数は 25 日を超

える。1 月 の 休日が 10 日前後と多い が他の 月

は 4，5 日 と い う パ ター ン が多 く、年間休日は

60 日前後と少な い （本人の毎 日の記録による）。

3．労働密度及び眠気 。覚醒水準

　こ う した長時間就業に 加 え、対象者の 働き方

で顕著だ っ た の は、運転作業 と荷扱 い 作業とが

短 い時間内で交互 に繰 り返 され る の と、そ の 際

の 労働密度 の 高さ で ある。すなわ ち前掲表 皿 一

1 の （a2 ）一
巡 目配 達件数及び （a3 ）再配達

if2
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表皿 一3 各調査日における生活 ・就業時間の状況   （時間） 単位 ：時間分

11 日　　　12 日　　　 13 日　　　 14 日　　　15 日　　　16 日　　　17 日　　　 18日　　　 平均

火 水 木 金 土 日 月 火

ラ
　
ラ
　
ラ
　
ナ
　
エ
　
エ
　
エ
　
ひ
　
き
　
ロ

　
ぼ

　
ヱ

　
ヨ

d

醗

“

凶

函

α5

♂

函

凶

ddold

勤務聞隔時聞 （前 日自宅 到着〜出宅）

非拘束閉問 〔前日センター出発帽センタ
ー
到墾）

睡眠時間 （前日肌寝〜起床）

在宅時聞  （起床 〜出宅 ）

セン タ
ー

で の荷皿い 時聞 （開始〜終了）

紀 達
一

巡目時間 （センタ
ー
出発 

〜一
巡目柊3）

在宅時間  （自宅 到■  〜再配違開始）

再配達時悶 （開始 一一緩了）

宅紀 時聞計 〔
一

巡目 ＋ 再配違）

在宅臆聞  （自宅到譽   〜就寝 畤刻）

出宅〜自宅到善  穂聞

tの他時聞

「出宅ny自宅劉曾  畸聞」
一

「その 他時間」

α40

21514

：50

9：05

駐456ssa451

：125

：471
：29332919218152

了

L：411346

ビ

　

ヨ
　

ら

　
ら

麗

91

脇

α3

囮

脳

肥

跏

脳

剛

鰤

團

細

＆ 29　　　　e14　　　　6：29
923　　　　　　駄 14　　　　　　7D3

5：25　　　　　翫5G　　　　　4：45
0；3D　　　　　α 32　　　　　0：37

1：43　　　　2：t5　　　　　1：29
5：51　　　　 920　　　　 6』44
1：18257

　　　　　　Z13 　　　　　　a39

8：4S　　　　lITSS　　　　le23

1：52　　　　　1：07　　　　　1：45
15：娼 　　　　　17：31　　　　　1鰯

1：35　　　　 a21　　　　 α44

1408　　　　 17「10　　　　 1S49

ア：35　　　　　敏22　　　　　8：06

翫31　　　 甎15　　　 10：13
fr10　　　　　5：30　　　　　5：28

α40　　　　　α35　　　　　e36

1：03　　　　 1：00　　　　 1：26

4・OB　　　　　＆娼 　　　　　　5：59

255 　　　　4：16 　　　　214

305 　　　 2：36　　　 SOO

了；13　　　　＆ 19　　　　＆ 59

217　　　 Z28　　　 203

15］3　　　　 14：27　　　　 15：50

345 　　　　　　¢ 2了　　　　　　2：01

11：4B　　　　 laOO 　　　　1348

注 1，（c2 ）は、〔G1 ）に 、セ ン 9 一と 自宅との 問の 運転時聞 （い わゆ る通勤時聞）を足 し磨もの 。旧 労働 省の 『自動車運転者労務改9 基準告示』でいう 「休息期聞」。

注 2 ： （c12 ）は、出宅から2作鬘 を終えるまでの問で作欒をしていなかっ た時聞 （夲文参照）

件数と、前掲表皿 一 3 の （c6）配達一巡 目時間

及び （c8 ）再配達時間 とか ら、一
件の 配達に

要 した時間 を算出する と、一巡 目で は 3．1分〜

4．0 分、配達の 間隔が長くな る再配達で も 3．4

〜5．4 分 と短い 。

　 こ の短 い 時間内 に、荷物を車両か ら下ろ し、

客に渡 し、不在で あれば不在伝票に必要事項 を

記載 して投函、車両 に戻 っ て PDT で情報 を入

力、そ して次の 配達先に向けて車両 を移動、と

い う作業を こ なす の で あ る （しか も配達先には

エ レベ ー
タ
ーの ない 公営住宅や マ ン シ ョ ン も

あ る。また運転 中にA 社や客か らの 電話が あれ

ばそ れ に対応 し な け れ ばな ら な い ）。当然、車

両を降 りて い る ときは小 走 りで ある 。

　 こ う した過密労働を 「自発的に 亅生 み出すの

が 、上記 1 で みた低 い運賃単価 と出来高払 い

制度、であ る と い え るだろ う。

　 とこ ろ で 、こ れだ け長い 時間を過 密に働 い て

も、前掲表皿 一1 の （a7 ）の とお り、持出個数

に対す る配達完了個数の 比率は 80％弱 〜 90％

弱 に とどまる 。 しかも こ の数値は 、不在客が 少

な くな い 分を配達件数 を増やす こ とで カバー

して よ うや く達成された数値な の であ る。すな

わ ち 同表の （a8 ）の とお り、合計配達件数に

対す る配 達完了個数 の 比率は 、不在 の 少な い 日

曜 日で もか ろ うじて 70 ％ と い う水準で、他の

曜 日で は 50，60％台で ある。つ ま り平 日に 100

個の 荷物の配達を完了するため には、167 件 ・

回 （60 ％ と仮定）の 配達を行 う必 要が あ る、

とい う計算になる 。 こ うした非効率的な、一般

消費者 へ の配達部門を 「担当 1 する下請業者の

表皿
一4 スタン プt 一ド眠さ尺度

1　　 は っ き り目覚め て いる

2　　 は っ きりして い るが、最 高の 状態 ではない

3　　 気分がゆるみ、注意が散漫に なりやすい

4　　 ややぼんや りして いる

5　　 ぼんやりしてい る

6　　眠い 、眠りたし丶 眠気 とた たか っ てい る

了　　非常に眠く、い ま 1こ も寝 て しまい そう だ

出所 ： 日夲産藁衛生学 会 ・産業疲労研究会編集委員会 『新装 　産 業艘

労ハ ン ドブ ッ ク』p173−−p174

存在が、宅配便の 成立の ための 必要条件で ある

こ と が 示唆され る
7）（宅配 便全体にお ける下請

業者の 利用状況 を明 らか にす る こ とが 今後 の

課題 で ある）。

　さ て 、こ うした過密労働や上 記 2 で み た睡眠

時間の不足 の 状況は 、 交通事故 の 潜在的な危険

要因 として 問題視 されねばな る ま い （しか も調

査期間 中は圧雪 ・凍結路面で ある）。こ こ で 、

ス タンフ ォ
ー ド眠さ尺度

8）
（表皿 一4） を用 い

て 行 っ た、当 日の 眠気 ・覚醒水準の 調査結果 を

示 した い 。

　調査の 方法 に つ い て 説明す る と、調査票 ・尺

度 を対象者 にあ らか じめ みせ て調査 の 説明を

して お い た上 で 、測定時に眠気 ・覚醒水準の状

況 を回答 して もらい 、 調査 者が得点 ・文言にお

きかえ、そ れで よ い かを確認し、よ しとされる

ま で こ の 作業を繰 り返 した。なお こ の 得点は七

段階に 分かれ て い るが 、本調査で は、そ の 中間

が回答 され る こ と も少なが らずあ っ た 。 また測

定は適宜行い 、目安と しては最低 1 時間に 1 回

は行 うよう心がけ、と りわ け対象者が疲れ て い

る ような場合に は間隔 をやや短 め に して 測定

〃
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図皿 一115 日及び 18 日の眠気 ・覚醒水準等
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した。但し、作業状況 な どとの 関連で測定場面

は限 られ た。

　 図 皿
一1 の とお り、横軸を時刻 、 縦軸を得点

として、結果を●で印 し、その ときの場所や状

況 を示 した。また横軸の 下には、主な作業状況

　（出宅やセ ンター到着 ・出発な ど）と、調査者

が危険を感 じた ときの状況を示 した。紙幅 の 都

合上、就業時間の 最 も長か っ た 15 日と最短の

18 日の 二 日分の みを示 した 。

　調査期間 （7 日間）全体 の結果 もふ まえて特

徴 をま とめ る と、全期間を通じ、 1，2 と い う

覚醒 水準の 高い 状態 は極僅か しか み られ なか

っ た （2 が 2 回の み）。つ まり覚醒水準の 低い

まま仕事が 行わ れ て い た こ とにな る 。 と りわけ

起床後及びセ ンタ
ー

へ 向か い運 転 して い る際

の 覚醒水準は低く、運転中にウ ィ ン カ
ー

の 出し

忘れ が み られ も した 。

　配達作業を 開始 した後には得点は相対的に

高くなるが、それ で もなお 3，4 の 水準だ っ た。

眠気が ス トレー トに 訴え られ る こ とはそ う多

くなかっ たが、 覚醒水準の 低い ことを示す訴え

（「頭がぼ一
っ と して い る」な ど）は多か っ た。

また配達一巡 目を終え て 自宅に 向か うとき、再

配達 を終え て セ ン ター
へ 向か う とき、加えてセ

ンタ ーか ら自宅 へ 向か うときの 得点は低 くな

っ て い た （図中 ↓箇所）。 作業に 一
区切 りつ い

た時点で は ほ っ と して即 「た るんだ感 じ」 にな

る と い う聞取 りの 結果をあわ せ て 考える と、運

転 ・配達作業中の覚醒水準は、作業やその とき

の 緊張 ・集中の度合いによ っ て、強制的に 3
，

4 に まで 高め られて い たかの よ うなだけの も

の も少な くな い こ とが示唆される 。 なお 、 配達
一

巡 目を終えて 自宅 で仮眠・休憩 をと っ た後に

は、充分で はな い とは い え、得点は改善されて

お り、短時間とはい え休憩の 挿入 され る こ と の

意義が 示 された。

　 こ うした、労働密度の 高さ と い う条件に加え

て 、 睡眠不足 を背景 と した覚醒水準の 低い状態

で の 運転 とい う条件の下で、図中に も一部を示

したが （枠内）、歩行者と接触 しそ うにな っ た

り交差点に強引に侵入 した りある い は停車時

に 雪山に車両 の 側 面を こす るな ど危険な状況

が観察さ れた 。 こ れ らの危険状況が、対象者の

個人的な運転特性 に よる もの と い うよ りは 就
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図 皿
一2 配達完了個数の 推移 （1999 ．2．1〜2002．10．31） N ．協同組合調査の

　 結果

単位：個

200160120804001999

年2月 2000 年2月 2001 年2月

業 （生活）条件に強 く規定さ れ て 発生 して い る

側面は否定できな い だろ う
9 ）

。

4 ．就業の不安定さと低収入等

2002年2月

　宅 配調査 で み られ た

就業 ・生活 に 関する 特

徴 は軽貨物運送業者 に

ひ ろ くみ られる こ とな

の か eIV で は 、 協 同組

合調 査 の 結 果 を示 す

（但 しあ らか じめ こ と

わ っ て お く と 、 彼 ら組

合 員 の 仕事 の 内容は後

述 の とお り宅配だ けで

は な い し、荷主 （契約

先） も運送業者だけに 限 らな い ）。

　同調査で は 100 人の組合員に調査票 を配布

し、79 人か ら返送があ っ た （督促 を
一度行 っ

た）。 そ の うち欠損が 多か っ た 3 部を除い て 76

人の 回答を分析の 対象とした 。

　対 象者の 一年を通 じた就業には、2）で み た

よ うな長時間就業と い う特 徴 に加 え て 、 就業の

不安定 さ と い う特徴が み られ る。図 皿
一2 は

99 年 2 月か ら 02 年 10 月 まで の 配達完 了個数

の 推移を まとめた もの で ある （対象者 自身の 毎

日の 記録 に よ る 。 なお 持出個数や配達件数は こ

の 配達完 了個数を上 回る こ と に 留意 され た い ）。

仕事の 量の こ う した変動は、季節的な要因 ・輸

送需要の 変動に よ る ほか、軽貨物運送業者を 自

社運 転手の 調節弁 と して用 い よ う とす る A 社

の 「経営戦略」 上 の 要因 （1参照）な どに よる

も の だが 、こ こ で は 、彼 らの 仕事 の 量が安定的

に保障され て い ない こ とを指摘 し て お きた い。

　 さて、こ うして 長時間働 いて も、運賃水準が

低 く、か つ 、仕事 の安定 して い な い こ ともあ り、

収入 は低い 。 2001 年度 の 年間総収入 は 約 330

万 円で、こ こ か ら車両代、燃料代など の 諸経費

が負担 され る 。 そ の た め医療保険は、国民健康

保険に加入 して い るが、保険料の滞納に よ り短

期の 保険証に切 り替え られて いる。また国 民年

金には保険料が支払 えずに 未加入 で ある。なお

健康診断は受診 して い な い
。

1．回答者の 属性 （年齢、世帯構成）

　76 人 中男性が 74 人で 、女性が 2 人で ある．

年齢は、中高年に 偏 っ て 分布 して お り、「50 歳

代」 が 半 数弱 （47．4 ％ ）、つ い で 「40 歳代」

（27．6％）、「60 歳以上 」 （19．7％）とな っ て い

る 。
40 歳未満は 5．3％ に過ぎな い 。世帯構成

を年齢別 にみ る と 、「60 歳以上 」 の 高齢の 層で

は配偶者 と の 2 人暮 しの 比率が高い。

2．事業状況

（1）事業経験 、 事業体制、事業内容

　表 IV− 1 の とお り、  事業経験年数は 、約

55 ％ が 10 年以 上、20％ 弱が 20 年以上である 。

そ の 一方で 、「5 年未満」 と い う者 も 4 分 の 1

弱 を占めて い る。  事業体制 は、「本人のみ 」

（以下、雇無業主） とい うの が 70％を占め て

い る 。 従業員を使用 し て い る と い う者 （22 人）

に つ い て も、そ の うち半数強 （12 人）は本人

を含め 2 人 の みで 事業を行 っ て お り、か つ 、

そ の 場合、従業員は家族 と い う者が 多い （11

人）。  事業内容 （・契約 形態） として 、「チ ャ

ー
タ
ー

」、「ス ポ ッ ト」、「引越 し」、「宅配 」、「そ

の 他」と い う五 つ の 項 目を設定 しそ の 売上 高別

ガ
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表N − 1 年齢別にみ た世帯構成及び軽貨物経験年数　表N − 2 事業内容別にみ た売上高比率

一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 体
50歳未満　 50 驪代　 60歳以上
25　100，0　36　100．0　15　100．0　76　100．0

輸 品誘
’
祐』 言

ie
。
L
。．。 75
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1。。。 ，ξ9。。。
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、1：3
§1：含
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3撫 満 　 lll鶸 鰹 ：8　99
11：幾黐　　拾鬻 1 含：11書
1観 °゚％未満

　
ig
　

il

：1113
平均値 　　（単位 ：％ ）　　 36．3　　　 11，9

鬻 曷 器：ll！
1
喜：言揖 題：1 §

　　1 嬲
1

14．4　　　　　31．5

塁まll
：113

護鷭
経
谿 靺 満 　 　 1

　　　1籌雌
未満

　　　1
　 　 平均値 　　（単位 ：年）

塁含1 き1器 11皇乙揖嚮

？9：111羣：§ll皇；弖霧 1：1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7．9　　　　　11．5　　　　　14．5　　　　　10．9
− 一

5．8

表W − 3 雇無業主／ 雇有業主 別にみたここ 2、3年　　表IV− 4 事業内容別 にみた 、 こ こ2、3年におけ

　　　　での契約・取引上 で の 困難　　　　　　　　　　　　る運賃の 減少比率

一 一
雇無 業主　 雇有業主
54　100．0　22 　100．0　76 　100，0

饋 鬻 雪き為 　 　 　 il瓢 ，1 鷸 ll讓
臨 織 ヂ

の 不 払い や返還 の 要講

、1 、；：ε1 ，1：1，1 、器

弩韈 鸚黜
業者と の 八槽 え

　 1 逡言 1 ’1：11；ll：1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 35 ．629 ．156 、6

毛ぎi品論 ’

祐と。 ，ぎ
11
品。 ，陥 。 2sopO ．。

諜霧
な し

　
21

1訳緜穀　 11

渝灘
未満

　　婁

（再掲 ） 10％以 上

平均値 　　〔単位 ：％）
　 　 　 　 　 ％

鷲 望
ll：91
蚤 、

27．6

s2
：8　‘ll
：1 ，

4．0　　 16

．0

li？　 §愚

8
曾：12141：9　 21

、、 ，1 ，‘昌
1．9 ぎ 1早：11

7

乙11
？：137

11．3　　　　 44．4　　　　　14．8

3913 1679 」

824

構成を尋ねた （表 IV− 2）。平均値で み る と、「チ

ャ
ータr （36．3％）、「宅配」 （31．5％）の順 に

比率が 高い。

（2）こ こ 2 ， 3 年で の 契約 ・

　　　　　　　　　　 取引上で経験 した 困難

　 こ こ 2，3 年の あ い だ で 、荷主 と の 契約 ・取

引上 にお い て 困難を経験 した こ と は な い か尋

ね た と こ ろ （表 IV− 3）、 まず、運賃水準の 引

き下げが あ っ た と回答 した者は約 70 ％ に達 し、

また仕事の 量 が減少 した と い う者 も 40 ％、さ

らには突然 の 取引の 解消 と い う事態 を経験 し

た者 も 4 分の 1に及んで い た 。

　運賃 引き下げ の 有無 とそ の 下げ幅 を事業内

容別にみ る と （表 IV− 4）、 チャ
ー

タ
ー

に従事

する者のなか で は 50％ の者が、宅配で は 60％

弱の 者が引き下げを経験 した と回答 して い る。

また そ の 下げ幅は 、 チャ
ーターで は 30％弱 の

者が 、宅 配では 約 45％ の 者が、10 ％ 以上 の 引

き下げをそれぞれ経験 して い る 。

が約 30％、さ らに 「悪い 」も 4 分の 1 を 占め、

また、一昨年度から昨年度に か けて の 売上 の 変

化 をみ て も約 70 ％ の 者が 「減少」 と回答 して

お り、しか も 「1〜 3 割以内の 減少」が 40 ％弱、
「3 割以上 の 減少」 が 15％弱を占め る。  年

間売上 高は、全体の平均売上高は約 606 万 円

だが、雇無業主 に限定する と 、約 40 ％が 400

万円未満、70．0％ が 500 万 円未満 とな り、平

均売上高も約 450 万 円に まで低下する。  表

IV− 6 の とお り、売上 高か ら諸経費を除い た粗

利益をみ る と 、 平均値は 278 万 円で、約 60％

の 者が 300 万 円未満と い う水準で ある。500

万 円以上 も 1L4 °
／o い るが、雇無業主に 限定す

る と、200 万 円未満が約 35 ％ 、 そ して 300 万

円未満が 70％強を占め、平均値は 230 万 円 に

まで低下す る。退職金の な い こ とや年金で 不利

な こ とを考慮 して も、総 じて 、 低い 水準に位置

して い る と い え る だろ う。 雇無業主の 粗利益を

年齢別に み る と （同表中）、平均粗利益は ど の

年齢層 で も 250 万 円に満た な い
。

（3）事業経営の状況

表 IV− 5 の とお り、  業況水準は 「やや 悪い 」

（4｝医療保険、年金保険加入の 状況

表 IV− 7 の とお り、  医療保険は 、 90 ％ の 者
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表W − 5 雇無業主／ 雇有業主別にみた

　　　　事業経営の 状況

表四 一7 年齢別にみ た医療保険及び年金保険の

　　　　 加 入状況、最近の 保険料の 滞納経験

一 一 一 一 一 　
一一 一一 一一

一
雇無 業主 　 雇 有業主

54　1　 0　22　1000　76　1000
況　　　　 い

　 　 　 やや良 い

　 　 　 そこ そこ

　 　 　 やや悪い

　 　 　 悪い

　 　 　 Dl　　 、

50歳未 満　　50歳代　　60歳以上
25　 1GOO 　 36　 1GOO 　 l　　 IOOO 　76 　1000

1驫 ii蘿
、　　　　　 −519　　　　

−31，　　　　
−461
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　 齦 懸 轍 以外

2t
晦脆

sg

：11f　 999
　
799

ま1
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甌
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　 　 　 3 、　 「♂　 　 81 δ3 　 　 51

、鵯　
年金

器ll43

　 　 　 　 　 　 25　1000 　36 　10aO 　14　嘲　 0　75 　1000

それ以外の 公的年金

1248 ° 21
鬻 1謝

31S811

笳巽難 菩
，1　，？、8　i、ll繍 、

1
、ll

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5o 　　 ロロ　　　　 1o　　 T2　1oo．o

響 1贐翻 雛 1
　 　 　 平均値　　（単位 r万円）　　 448　　　 964　　　 506
− 一

、22
聖暮　

注

16，7

懶 料
蘊

23 　 1000 　30　1　00 　　2　 1000 　 5　　10D

，1 暑81呂言皇；
21 °°°

噐 書靆
金保 険の 「国民年　＋ α 　 は、国　　　と私的　金　　金基　等

表N − 6 雇無業主 （年齢別）／ 雇有業主別にみた年間の 粗利益

一
雇無業主　 　　　　　 　年 齢
　 　 　 50  晴　　50軆代　　　60歳以」ヒ
49　10α0　16　1000　22　1000　 11　 1

雇有業主

21 　10an 　70 　1000

100100
万円台

200万円台
300万 円台
4eOfi円台

500万 円以 上

平均値

1量29昌 2鶚 ’譱
梠器：量1§握 1 黔
3　　　S1　　 1　　 63 　　2　　　9，マ

（単位 ；万円）　　 23D18z
　 櫂

蓄li轜
　

’ll　 l92， 　 1乙1

が国民健康保険に加入 して い るが、最近医療保

険を滞納した 経験の あ る者が 4 分の 1 にも及

んで いる （医療保険に加入 して い な い と い う者

も 1人 み られ る）。  年金保険は、半数が 国民

年金の み の 加入で ある。国 民年金の給付水準の

低さは既に指摘 され て い る と ころ だが 、 問題は、

そ う した国民年金に さえ加入 して いない者が

10 ％弱存在する こ と で あ る （年金に 「全 く加

入 して い な い 」6．7 ％、「生 保の 私的年金12．7％ ）。

また 年金 をす で に受給 して い る者は 除い て 集

計 した、年金保険 の 最近 の 滞納経 験の 有無は、

「あ る」 が 36％を 占めて い る 。

3．働き方と睡眠、睡眠に関する訴え 、

一
ケ月

当りの休日

表IV− 8 の とお り、第一に本調査で は、働き

方 と睡 眠の 状況 に つ い て も っ とも よ くあ るパ

ターンで回答して も らっ た。  まず 「出宅 〜帰

宅」 時間は、平均で 12 時間弱で、さ らに 13

時間 とい う水準を超 え る者も 4 分 の 1 弱を占

め る。  しか も、全作業時間でみ て も、 10 時

間を超え る とい う者が 40％強に達す る 。   そ

して運転作業に費やす時間は、平均で は 6．6 時

間だ っ たが 、9 時間 と い う水準を超え る者も

20％弱を占めた 。   休憩が とれ る とは い え、

総じて 、長時間就業・作業状況が確認され よ う。

  そ して起床時刻と就寝時刻か ら算出 した唾

眠時間は、平均は 7．5時間だが、7 時間に満た

ない者 も 4 分の 1弱を占めた 。

’

　第二 に、普段 の睡眠で 「よ くある 亅問題状況

は （同表下段）．約 10％が睡眠時間の不足を、

また約 4 分の 1 が 睡眠の質の悪さ を、そして

約 20％が早い 時刻の 起床が つ らい と回答 して

07
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表 1V− 8 年齢別にみ た就業に関する時間 ・睡 眠時間（最もよ

　　　　くあるパ ターン）、 普段の睡眠で 「よくある」問聞、1ヶ

　　　　月当りの休 日日数

一 一
50鯤未満　 50鯤代　　60M以上
24　100．0　34 　 10〔）．0　 14　10〔LO　了2　100．0

ξ1器 1言18：霧 ll：子耋§
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：1　 11

慧

§？：ll8
：11
易

しい と の こ とだ っ た。

4．最近の疲労の 回復状況 、 健診の

受診状況と診断結果
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　最後 に、一ヶ月の休 日日数は （同表最下段）、

約 30 ％ は 休 日が 全 くない、また合計 4 分の 1

が 1，2 日と回答して い る。週当り 1 日 （以上）

と い う計算になる 4 日以上 の休 日を 1 ヶ 月で

と っ て い る 者は 36．0％ に 過 ぎな い 。とくに 60

歳未満の 各層で 休 日は少な い 。 聞取 りによれば、

休日 （空 白）を埋め る よ うに して 働かなければ

子 ど もな ど扶養家族の 多い 世帯で は生活 は厳

　表 IV− 9 の とお り、第一
に最近の疲

労の 回復状況は、疲労高蓄積群 （「い

つ も疲れ がた まっ て い る 」 と 「前日

の 疲れ が とれ ない こ とが よ くある 」

の 計）が全体では 40 ％強 を占めて い

た 。 高齢 の 層で 疲労蓄積が 低か っ た

の は 、 休 日日数の 相対的な多さ に示

され る とお り、ある程度余裕をも っ

て 仕事を して い る こ と の 反映で ある

と推測される。

　第二 に健康診断の 受診状況は 、 毎

年受診して い る と い う者は 70％弱に

と どまり、 4 分の 1 は受けた り受けな

か っ た り、さらに 5．3％ （4 人）は受

けない こ とが多く、 1．3％ （1 人）は

全 く受けない と い う状況である 。

　毎年の 受診は しな い と い う者の そ

の 理 由は （回答は 17 人）、多か っ た

の は 「仕事が忙 しい」 （41．2％） とか

「健康 ・体力に自信が あ る」（23．5％）

だが 、「病気が見 つ か る の が不安」 と

か 「病気が見 つ か っ て も休 めな い」

な ど の 回答 も少な か らずみ られ る。

「仕事が忙 し い 」 あ る い は 「自信が

ある 」 と回答 した者 の なか に も、「不

安」 ある い は 「休 めない 」 をあわせ

て 選択した 者がそれ ぞれ 1 人ずつ み

られた 。 受診 しな い ・で きな い背景 ・

条件 も視野 に い れた 対策が 求め られ

よ う。

　第三 に 健康診断 の 結果 は どうか 。

異常な しと い う者は 3〔i．5％ に とどまり、精密

検査や治療を必要 とされ て い る 者は 全体の 約
40 ％を占め 、

「50 歳未満」 で も結果はよくな

い 。 しか もそ の よ うに診断され た者の うち検査

や治療 を （最後ま で ）受け た と い う者は 40．0％

に とどま っ て い る 。 理由は尋ね なか っ たが 、 聞

取 り等か ら推測する と 、 時間的な条件や収入的

な条件が再 検査や 治療を受 け る こ と の 障害の

ひ とつ とな っ て い る こ とが考え られ る 。
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軽貨物運送自営業者 の 就業 ・生活 ・安全衛生

表1V− 9 年齢別にみ た最近の疲労回復状況、健診受診の 頻度 、

　　　　受診しない 理 由、診断結果、再検査受診・受療の状況
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　以上 の 二 つ の 調査の 結果で示 された、軽貨物

運送自営業者の就業 ・生活 ・安全衛生の特徴 ・

問題点 と課題を以下に整理する 。

　第一に、過重な労働 （就業）負担 と い う特徴

で あ る 。 宅配調査でみ られ た ような働き方は、

も し彼 らに 「改善基準告示 亅
10 ）

が 適用された

な らば、内容的には不 充分なこ の 基準 にさえ違

反 して い る ことは明 らかだろ う 。 また 協同組合

調査で も、1 ヶ 月 の 休 日 の 少なさに示 されるよ

うに、過重労働が示 唆された。自営業者で ある

か らとい っ て働き方に規制のな い の は 、 と りわ

け公道で運転作業に従事する者 の場合、問題視

されねばなるまい e

　 こ うした働き過ぎの 背景にある 、 収入水準の

低 さが第二 の 特徴で ある 。 協 同組合調査で は 、

雇無業主 の 70％強が 300 万円未満の 粗利だ っ

た 。 諸経費の 内容が検討される必要がある が、

売上高の 水準 自体が低か っ た こ とを想起 され

た い。

　第三 に、健康診断の受診状況が よ くな い 。協

同組合調査では 、30％強が 毎年の定期的な受

診を して い なか っ た。健診受診の 必要性の 周知

は む ろ ん重要な こ とだが 、低収

入 ゆ え の忙し さや 休業補償 の な

い こ とが受診の 抑制要因 とな っ

て い る こと も視野 に い れた対策

が必 要だろ う。関連 して、医療

保険 （や 年金保険）で の 保険料

の 滞納がみ られ た （但 し保 険証

の 種類は不明） が 、 疾病の 早期

発 見早 期治 療 の た め に も 、受

診 ・ 受療 を抑制する ような現行

医療政策 ・制度 の 改善、さ しあ

た りは 「国保問題亅 の 解消が求

め られ る 。

　以上 の 問題の 解決 は、すで に

ふ れ た よ うに、自営業者の就業

の 不安定さや社会保 障の 不利の

是正を視野に入れ て 、 ある い は 、

荷 主 ・元請に よ る不公正 な 取引

な ど トラ ッ ク運送業界の 輸送秩

序 問題 の 解消 を視野に入れて 、

図 られ る こ とが必要だ と思われ る
11）

が、いず

れ にせ よ、協同組合等に加入 する以外の ほ とん

どが未組織 と思われ る 軽貨物運送 自営業者の

組織化 と実態の 把握がまずは急がれ る 。
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【注】

1 ）紙幅 の 都合 上 今回 は
一

部を報告する に と ど め、
　 詳細は北海道大学大学院教育学研究科紀要 に掲

　 載予定。
2）社団法人東京都 トラ ッ ク協会 『軽車両等運送事
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　　業 の 実態 に 関する 調査報告書』、昭和 62 年、に

　　よれば、軽車両等運送業者は 昭和 60 年時点で

　　都内には 4196 者あ り、昭和 50 年の 237 者か

　　ら約 20 倍も増加 し た 。

3） 国 土交通省総合政策局情報管理部 『陸運統計要

　　覧』 平成 13 年版

4 ）社団法 人 日本物流団体連合会安全対策専門委員

　　会 『物流業にお ける 規制緩和の 影響 と安全輸送

　　に関す る 調査報告書』 平成 12 年。社団法人全

　　日本トラ ッ ク 協会 「輸送秩序 に関す る 実態調 査

　　報告書』 平成 13年 な ど参照 。

5）金澤誠一 「社会保障制度か ら見た自営業者 とそ

　　の 家族」 『中小商 工 業研究』 55 号 p68 〜p90 、

　　1998年。

6＞ 中央社会保障推進協議会 『国 保改善全 国 交流 集

　　会報告集』 2001 年 12 月。

7）．関連 して 、
「宅配便」 の 幹線輸送部門を担当す る

　　下請運送業者 が 「翌 日配 達 」 を達 成 す る た め に

　　猛 ス ピー
ドで 運行せ ざ る を得な い 状 況 に追 い 込

　　ま れ て い る 、 と い う問題が指摘され て い る。舘

　　澤貢次 「ダ ン ピ ン グが 横行する 宅配 便 業界 の
“
問

　　題体質
”

  」『政界往 來』62 巻 7号 p64 〜p67 、

　　 「同  」 62 巻 8 号 p72 〜76、1996 年。

8） 日本産業衛生学会 ・産業疲 労研 究会編 集委員会

　　編 『新装　産業疲労ハ ン ドブ ッ ク』p173 〜p174 ．

　　労 働 基 準調査 会。

9）『交通事故統計年報』平成 13 年版 で 算 出 す る と、

　　事業用軽貨物が第 1 当事者 とな っ た 事故で 最 大

　　の 原因 は．「安全不確認 」 （36．5％ ）、つ い で 「脇

　　見」 （12．2％）、「動静不注視」 （8．2％）、「交差点

　　安全進行」 （7．9％）等 々 とな っ て い る。こ れ に

　　対 し．事 業用 大 型 貨物や 普通貨物 の 場合 に は、

　　 「脇見」 が最大で 、
「安全不確認」 は 20％強と

　　な っ て い る。運行 形 態の 差 な ど を反映 し、軽貨

　　物 にお け る 「安全 不確認」 の 比重 の 高 さ が めだ

　　つ （な お この 「安全不確認」 の 比重 の 高 さ は、

　　普通乗 用 （タ ク シー）に も共通 した 特徴で ある ）。

10） 労 働 省 労 働 基 準局編著 『改訂新版　自動車運転

　　者労務改善基準 の解説』 労働基準調査会、平成

　　9 年、に よ れ ば、原則 と して 、1 ヶ 月 の 拘束時

　　間 は 293 時間ま で、同 じ く 1 日の 拘束時間は

　　13 時間まで だが、宅配調査で は、最大限 で あ る

　　16 時間 を も 超え た働 き 方が み られ た。な お 勤務

　　と勤務 の 間 の 休息期間は連続した 8 時間、運転

　　時間は 2 日平均で 1 日当たり 9 時間、休 日労働

　　は 2週 間に 1 回 以内 と規定 され て い る 。

11） 本論 で は詳 し くふ れ られ な か っ たが、貨物輸送

　　の あ り方の 見直 し もあわ せ て 必要だろ う。例 え

　　ば宅配便は、住宅街へ の 車両 の 侵入 を 不 可 欠 の

　　要素 とす る 以 上、交通事故 の 可能性 を 大幅に 拡

　　大す る 。 また配達効率は本 調 査結果 の とお り必

　　ず し も よ くな い （エ ネル ギ ー
問題、環境 問 題）。

　　こ う した 外部不経済の 観点 か らの 見直 しが 必要

　　だと考 え る e

クge

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


